
 

   

 

５月 26 日、国労本部は貨物会社に対し「2021 年度夏季手当に関する申し入れ」(国労闘申

第 13 号)に基づき、政治動向、経済情勢、貨物会社の動向や貨物社員の実態等から要求の根拠に

ついて趣旨説明を行った。 

新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、10 都道府県で「緊急事態宣言」が発せられる

中での夏季手当獲得の取り組みだが、ＪＲ各旅客会社の決算も大幅な減収減益となっている。 

 一方で貨物会社は、物流を取り巻く環境の中で、コロナによる影響は１割減、ＧＷ期の貨物列

車は前年比 37％増と報じられており、2021 年度事業計画では連結経常利益 100 億円を掲げ、

2017 年度の利益水準への回帰を目指している。 

 この事業計画にも鉄道強靭化と長期寸断時の対応強化策として、ＥＨ500 型機関車を改良し、

日本海縦貫でも運転できるようＢＣＰ対策が計画されている。新型コロナウイルス感染症も災害

の一つであり、減収分を社員犠牲に転嫁することは認められない。 

貨物会社は「物流を担う指定公共機関」の使命として、「安全」かつ「定時運行」を続けなけ

ればならない。その運行を維持するのも、日々、感染の危険に晒されながらも、現場で奮闘して

いる「社員」の努力があるからである。夏季手当 3.0 ヵ月は生活改善に必要な最低限度の金額で

あり、これまでの社員の労苦に報いて、3.0 ヵ月支払う責務が貨社経営陣には求められている。 

 要求満額獲得に向けて、全職場からの取り組みを強化しよう！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なく社員一人ひとりであり、その努力がなければ「安全」や「定時運行」も守ることはできな

い。 

これら社員の努力に報い、生活向上に向け「夏季手当 3.0 ヵ月」の支払いを強く求める。 

国労は期末手当・春闘の交渉の度に、その根拠として「賃金・生活実態アンケ－

ト」の結果を基にした社員の生活実態について会社に訴えている。 

これに対して、会社は「社員の生活実態は理解している」「経営陣には伝えてい

る」と繰り返すものの、これまでの回答は社員が到底納得いくものとなっていない。 

「2020年度の賃金アンケ－ト」結果は、「平均赤字額」⇒34,890円、「赤字への

補填比率は」⇒預貯金の取り崩し（45.9％）＋期末手当（46.6％）の合計は 92.4%

となった。社員の生活実態を鑑み、経営陣は今こそ社員の生活改善を図るべきだ。 

 

 

 

 

 

 

   （次回交渉 5月 日を予定） 

  

 
節約している支出項目 

１位 旅行・レジャ－ 17.3％ 
 ２位 外食      17.2％ 

  ３位 衣類      12.2％ 
夏季手当の使途 

１位 生活費     28.7％ 
２位 預貯金     25.7％ 
３位 借金      10.2％ 

 


